
 岩手県道路交通法施行細則及び青少年による性風俗関連特殊営業の利用を誘発する行為等の規制に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

  平成24年６月29日 

岩手県公安委員会       

委員長 元 持 勝 利  

岩手県公安委員会規則第10号 

   岩手県道路交通法施行細則及び青少年による性風俗関連特殊営業の利用を誘発する行為等の規制に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

 （岩手県道路交通法施行細則の一部改正） 

第１条 岩手県道路交通法施行細則（昭和35年岩手県公安委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （選任又は解任の届出）  （選任又は解任の届出） 

第15条 ［略］ 第15条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前２項の選任の届出は、次に掲げる書類を添付して行わな

ければならない。 

３ 前２項の選任の届出は、次に掲げる書類を添付して行わな

ければならない。 

 (１) 安全運転管理者又は副安全運転管理者（以下「安全運

転管理者等」という。）の戸籍抄本若しくは住民票の写し又

は外国人登録法（昭和27年法律第125号）第５条第１項に規

定する登録証明書の写し 

 (１) 安全運転管理者又は副安全運転管理者（以下「安全運

転管理者等」という。）の戸籍抄本又は住民票の写し 

 (２)～(５) ［略］  (２)～(５) ［略］ 

４ ［略］ ４ ［略］ 

様式第６号（第15条、第20条関係） 様式第６号（第15条、第20条関係） 

 ［略］  ［略］ 

（裏） （裏） 

  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］ 

  ⑫  ［略］  ⑫  ［略］ 

  添  □住民票の写し  添  □住民票の写し 

  付  □外国人登録証明書の写し  付  

  書  □運転管理経歴書  書  □運転管理経歴書 

  類  ［略］  類  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第６号の２（第15条、第20条関係） 様式第６号の２（第15条、第20条関係） 

 ［略］  ［略］ 

（裏） （裏） 

  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］ 

  ⑫  ［略］  ⑫  ［略］ 

  添  □住民票の写し  添  □住民票の写し 

  付  □外国人登録証明書の写し  付  

  書  □運転経歴書  書  □運転経歴書 



  類  ［略］  類  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （青少年による性風俗関連特殊営業の利用を誘発する行為等の規制に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 青少年による性風俗関連特殊営業の利用を誘発する行為等の規制に関する条例施行規則（平成14年岩手県公安委員会規則

第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

（裏） （裏） 

  ［略］   ［略］  

備考１・２ ［略］ 備考１・２ ［略］ 

  ３ 次に掲げる書類を添付してください。   ３ 次に掲げる書類を添付してください。 

   (１) ［略］    (１) ［略］ 

   (２) 利用カードを販売しようとする者が個人であ

る場合にあっては、住民票の写し（外国人にあっ

ては、外国人登録証明書の写し） 

   (２) 利用カードを販売しようとする者が個人であ

る場合にあっては、住民票の写し 

   (３) 利用カードを販売しようとする者が法人であ

る場合にあっては、定款、登記事項証明書及び役

員の住民票の写し（外国人にあっては、外国人登

録証明書の写し） 

   (３) 利用カードを販売しようとする者が法人であ

る場合にあっては、定款、登記事項証明書及び役

員の住民票の写し 

   (４) 統括管理者の住民票の写し（外国人にあって

は、外国人登録証明書の写し） 

   (４) 統括管理者の住民票の写し 

様式第３号（第３条関係） 様式第３号（第３条関係） 

  ［略］    ［略］  

備考１・２ ［略］ 備考１・２ ［略］ 

  ３ 変更の区分に応じて、次に掲げる書類（変更事項

に係るものに限る）を添付してください。 

   (１) ［略］ 

   (２) 利用カード販売等を行おうとする者及び統括

管理者の変更に係る住民票の写し（外国人にあっ

ては、外国人登録証明書の写し） 

   (３) ［略］ 

 ［略］ 

  ３ 変更の区分に応じて、次に掲げる書類（変更事項

に係るものに限る。）を添付してください。 

   (１) ［略］ 

   (２) 利用カード販売等を行おうとする者及び統括

管理者の変更に係る住民票の写し 

 

   (３) ［略］ 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

 （岩手県道路交通法施行細則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の岩手県道路交通法施行細則様式第６号及び様式第６号の２は、この規則の施行の日以後に提出す



る届について適用し、同日前に提出した届については、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正前の岩手県道路交通法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用する

ことができる。 

 （青少年による性風俗関連特殊営業の利用を誘発する行為等の規制に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第２条の規定による改正後の青少年による性風俗関連特殊営業の利用を誘発する行為等の規制に関する条例施行規則様式第１

号及び様式第３号は、この規則の施行の日以後に提出する届について適用し、同日前に提出した届については、なお従前の例に

よる。 

５ 第２条の規定による改正前の青少年による性風俗関連特殊営業の利用を誘発する行為等の規制に関する条例施行規則に規定す

る様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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